
- 1 - 

船舶事故調査報告書 

 

                              令和４年５月２５日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 令和３年１１月１９日 ０８時５９分ごろ 

発生場所 長崎県長崎市脇
わき

岬
みさき

港東方沖 

 脇岬港南防波堤北灯台から真方位０７６°２.０海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３２°３５.２′ 東経１２９°４９.５′） 

事故の概要  漁船第一新栄
しんえい

丸は、東北東進中、プレジャーボート邦
くに

丸と衝突し

た。 

 邦丸は、船長が死亡し、船尾部外板の脱落等を生じ、また、第一新

栄丸は、船首部外板に擦過傷を生じた。 

事故調査の経過  令和３年１１月１９日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

 

Ａ 漁船 第一新栄丸、１９トン 

   ＮＳ２－１０７８５（漁船登録番号）、株式会社新栄丸水産 

   ２３.４０ｍ（Lr）×４.５４ｍ×１.５７ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、７５９.００kＷ、平成２４年１月２３日 

   第２９２－４９９３９号（船舶検査済票の番号） 

Ｂ プレジャーボート 邦丸、５トン未満（長さ４.９５ｍ） 

   ２９２－３４６５９長崎、個人所有 

   ４.９５ｍ（Lr）×１.５２ｍ×０.６４ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関（船外機）、１１kＷ、平成３年６月２５日（第１

回定期検査） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ ４９歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 平成３年４月１８日 

    免許証交付日 令和３年４月６日 

           （令和８年４月１７日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ ７２歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５２年１２月２日 

    免許証交付日 平成３０年８月３１日 

           （令和５年８月３０日まで有効） 
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 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 死亡 １人（船長Ｂ） 

 損傷 Ａ 船首部外板に擦過傷 

Ｂ 船尾部外板の脱落、船外機の脱落、左舷側舷縁部に亀裂、左舷船

尾部のたつ
．．

に折損等（全損） 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 東北東、風力 ３～４、視界 良好 

海象：波高 約１.５ｍ、潮汐 下げ潮の初期 

太陽の高度及び方位：高度 ２１.４°、方位 １３２.５° 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａ及び甲板員５人が乗り組み、長崎市三重式
み え し き

見
み

港で水

揚げを終えた後、令和３年１１月１９日０７時１０分ごろ同港を出港

し、長崎県雲仙
うんぜん

市京
きょう

泊
どまり

漁港に向けて帰途についた。 

 船長Ａは、操舵室右舷側の椅子に腰を掛けて操船に当たり、３Ｍレ

ンジとしたレーダーを作動させ、長崎市伊王
い お う

島及び高
たか

島西方沖を南進

し、脇岬港内を通過した後、約１１～１２ノット（kn）の対地速力で

針路を雲仙市国埼付近に向けて自動操舵とし、Ａ船を東北東進させ

た。 

 船長Ａは、脇岬港東方沖を航行中、レーダーで約２Ｍ前方に船舶を

認めたものの、それ以外には、レーダーでも目視でも他船を認めてい

なかった。 

 前部甲板で漁具の整備等を行っていた５人の甲板員は、突然衝撃を

感じて、その直後にＡ船の左舷側至近を漂流するＢ船を目撃し、船長

ＡにＡ船がＢ船と衝突したことを報告した。 

 船長Ａは、Ａ船の行きあしを止め、Ａ船の左舷船尾方にいたＢ船の

状況を確認しようと、Ａ船を右回頭させてＢ船に接近したところ、Ｂ

船付近に船長Ｂがうつ
．．

伏せ状態で浮いていたので、海上保安部に本事

故の発生を通報し、甲板員５人に船長ＢをＡ船の甲板上に引き揚げさ

せて寝かせた後、社会死状態であることを確認した。 

 船長Ａは、Ｂ船の船尾部外板が脱落していて、Ｂ船が船尾部から波

を受け、浸水して転覆したので、Ｂ船が沈没や流出などしないよう

に、Ｂ船から出ていたシーアンカーに繋
つな

がっているロープをＡ船右舷

側に係止し、海上保安部の指示を受けて巡視艇が到着するまで現場海

域で待機した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、船長Ｂの家族と友人が見送る

中、０８時ごろ脇岬港内の自宅前の岸壁を離岸し、アマダイ釣りの目

的で、前日に釣果のあった本事故現場付近に向かった。 

 船長Ｂの家族は、０９時過ぎに地元の交番から本事故発生の連絡を

受けた後、海上保安部に連絡して本事故の内容を聞いた。 

 船長Ｂは、現場海域に到着した海上保安部の巡視艇により長崎市長

崎港に搬送されて死亡が確認され、その後、司法解剖により頸
けい

部離断

による失血死と検案された。 
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 Ｂ船は、転覆した状態のまま、巡視艇にえい
．．

航されて脇岬港に入港

し、同港内の造船所に陸揚げされた。 

 Ａ船は、現場海域で海上保安部の調査を受けた後、自力航行によ

り、長崎港に入港した。 

（付図１ 推定航行経路図、付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋）、写

真１ Ａ船、写真２ 船長Ａの操船状況（再現）、写真３ Ｂ船の

損傷状況 参照） 

 その他の事項  船長Ａは、伊王島及び高島周辺では海面が穏やかで、３Ｍレンジの

レーダーで小型船を探知できていたが、脇岬港を通過後は波高約 

１.５ｍの風浪と所々に白波がある状態で、本事故現場の約２Ｍ前方

の船舶はレーダーに映っていたものの、使用していた海面反射の自動

除去機能により海面反射が除去されていたので、受信感度が抑えられ

ており、３Ｍレンジでは小型船であるＢ船を探知できなかったのでは

ないかと本事故後に思った。 

 レーダー製造会社の担当者によれば、海面反射の自動除去機能を使

用している場合、全周の海面反射を感知して自動調整しており、風上

側か風下側かでも調整の度合いが異なるが、風上側はより受信感度が

抑えられていることが考えられるので、レーダー画面上に海面反射が

出ていなかったのであれば、波高約１.５ｍの風浪がある状況下、３

Ｍレンジで風上側の小型船が映っていなかった可能性はあるとのこと

であった。 

 船長Ａは、２台あるレーダーの１台のみを３Ｍレンジで使用してい

たが、もう１台のレーダーを１Ｍ以下のレンジに拡大表示して使用し

ていれば、Ｂ船を探知できたのではないかと本事故後に思った。 

 船長Ａは、本事故当時、目視及びレーダーにより見張りを行ってい

たが、右舷前方からの太陽光により見えにくさを感じていた中、目視

では周囲に他船を認めていなかったので、波間に隠れていたＢ船に気

付かなかったのではないかと本事故後に思った。 

 船長Ｂは、本事故の約５年前から脇岬港周辺海域で釣りを行ってお

り、同じく約３年前からＢ船で釣りを行っていた。 

 船長Ｂの親族や友人は、船長Ｂと時々釣りに出掛けており、船長Ｂ

が、タイ釣りのときや波が高いときには、シーアンカーを投入し、漂

泊して釣りを行っていたのを知っていた。 

 Ｂ船には、笛は備えられていたが、レーダー反射器や旗はなかっ

た。 

 Ｂ船の船外機は、衝突時に脱落していたので、本事故時の船外機の

運転状況は不明であった。 

 船長Ｂは、ふだんから、出港する際には自宅を出る前にウエストベ

ルト型膨脹式の救命胴衣を着用しており、本事故当日も同様に救命胴

衣を着用して出港していたが、Ａ船上に引き揚げられた際、救命胴衣
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を着用していない状態であった。 

 船長Ｂの家族は、両船が衝突した際、船長Ｂの救命胴衣が破損して

外れたのではないかと本事故後に思った。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ 不明 

Ａ あり、Ｂ 不明 

Ａ あり、Ｂ 不明 

 Ａ船は、脇岬港東方沖において、波高約１.５ｍの風浪と所々に白

波が発生し、また、太陽光により小型船を視認しにくい状況下、東北

東進中、船長Ａが、レーダーで認めた約２Ｍ前方の船舶以外には前路

に他船はいないと思い、レーダーを３Ｍレンジとして同じ針路及び速

力で航行を続けたことから、船首方のＢ船に気付かず、Ｂ船と衝突し

たものと考えられる。 

 船長Ａは、本事故当時、右舷前方からの太陽光により見えにくいと

感じていた中、目視では周囲に他船を認めておらず、また、レーダー

では本事故現場の約２Ｍ前方の船舶以外に他船を認めなかったことか

ら、その船舶以外には前路に他船はいないと思い、波間に隠れていた

Ｂ船に気付かなかったものと考えられる。 

 Ａ船は、海面が穏やかな伊王島及び高島周辺では３Ｍレンジのレー

ダーで小型船を探知できていたものの、脇岬港を通過後は風浪と白波

がある中、自動除去機能により海面反射が除去され、受信感度が抑え

られていたことから、３Ｍレンジのレーダーで小型船を探知しにくい

状況であった可能性があると考えられる。 

 Ｂ船は、ふだん、船長Ｂがタイ釣りのときや波が高いときにはシー

アンカーを投入して釣りをしていたこと、本事故当時、波高約１.５

ｍの風浪と所々に白波があったこと、及び本事故後にＢ船からシーア

ンカーが出ていたことから、本事故当時、シーアンカーを投入して漂

泊中にＡ船と衝突した可能性があると考えられる。 

 船長Ｂは、両船が衝突した際、頸部を離断し、失血死に至ったもの

と考えられる。 

原因  本事故は、脇岬港東方沖において、波高約１.５ｍの風浪と所々に

白波が発生し、また、太陽光により小型船を視認しにくい状況下、Ａ

船が東北東進中、船長Ａが、レーダーで認めた２Ｍ前方の船舶以外に

は前路に他船はいないと思い、レーダーを３Ｍレンジとして同じ針路

及び速力で航行を続けたため、船首方のＢ船に気付かず、Ｂ船と衝突

したものと考えられる。また、Ｂ船がシーアンカーを投入して漂泊中

にＡ船と衝突した可能性があると考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船長は、波が高い状況において、レーダーの海面反射自動除去機
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能を使用している場合、受信感度が抑えられて小型船を探知でき

ないことがあるので、レーダーレンジを適宜に切り替えるなど調

整し、他船の早期発見に努めること。 

 ・船長は、風浪や白波、太陽光により小型船を視認しにくい状況で

航行する場合、波間に隠れた小型船を見落とさないよう、双眼鏡

やサングラスを活用して見張りを行うこと。 

 ・小型船は、他船から見えにくく、レーダーにも映りにくいので、

ポールや釣り竿を利用し、目印となる旗やレーダー反射器を掲げ

ておくことが望ましい。 



 

付図１ 推定航行経路図 
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事故発生場所 
（令和３年１１月１９日 
０８時５９分ごろ発生） 

長崎県 

長崎市 

三重式見港 

長崎市 

脇岬港 

脇岬港南防波堤 
北灯台 

Ａ船 
Ｂ船(漂泊中
の可能性) 

樺島 

野母埼 

京泊漁港 

雲仙市 

国埼 

伊王島 

高島 

Ｂ船が離岸
した岸壁 
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付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋） 

時 刻 

 

(時：分：秒) 

船 位※ 
対地針路※ 

(°) 

対地速力 

(kn) 
北 緯 

(°-′-″) 

東 経 

(°-′-″) 

8:30:54 032-34-20.5 129-43-51.9 168.5 11.3 

8:31:54 032-34-10.2 129-43-57.0 151.0 11.4 

8:32:55 032-34-00.2 129-44-03.9 139.9 11.4 

8:33:54 032-33-53.6 129-44-14.4 110.8 11.4 

8:34:24 032-33-53.2 129-44-21.1 080.2 11.0 

8:35:54 032-33-58.0 129-44-40.6 071.4 11.3 

8:36:41 032-34-00.5 129-44-50.6 072.8 11.6 

8:37:55 032-34-04.6 129-45-07.0 073.6 11.5 

8:39:54 032-34-11.0 129-45-32.9 072.3 11.6 

8:40:53 032-34-14.1 129-45-45.8 072.4 11.5 

8:41:58 032-34-16.2 129-46-00.4 087.8 11.5 

8:42:19 032-34-16.0 129-46-05.4 094.9 11.3 

8:43:19 032-34-15.1 129-46-18.7 092.0 11.0 

8:44:53 032-34-14.2 129-46-38.2 095.3 10.3 

8:45:53 032-34-14.7 129-46-50.7 072.8  9.9 

8:46:49 032-34-19.3 129-47-00.2 044.2 10.0 

8:47:55 032-34-23.9 129-47-13.2 067.4 10.8 

8:48:28 032-34-26.2 129-47-19.5 065.7 11.1 

8:49:24 032-34-30.4 129-47-30.9 066.8 11.2 

8:49:54 032-34-32.8 129-47-37.1 067.3 11.1 

8:50:20 032-34-34.8 129-47-42.1 065.2 11.1 

8:50:56 032-34-37.6 129-47-49.4 065.8 11.2 

8:51:22 032-34-39.5 129-47-54.6 066.0 11.3 

8:51:49 032-34-41.7 129-48-00.3 065.1 11.2 

8:52:50 032-34-46.5 129-48-12.4 067.7 11.3 

8:53:51 032-34-51.2 129-48-25.0 067.6 11.4 

8:54:49 032-34-55.5 129-48-37.4 066.6 11.4 

8:57:50 032-35-08.9 129-49-15.1 066.6 11.5 

8:58:19 032-35-11.0 129-49-21.2 067.4 11.5 

8:58:50 032-35-13.4 129-49-27.6 066.0 11.5 

8:59:20 032-35-15.1 129-49-32.3 066.4  4.7 

※船位は、操舵室上方に設置されたＧＰＳアンテナの位置である。また、対地針路は真方位である。 
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写真１ Ａ船 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ 船長Ａの操船状況（再現） 
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写真３ Ｂ船の損傷状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


